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「新型コロナウイルス感染症対策と学校運営に関するガイドライン（都立学校） 

～学校の「新しい日常」の定着に向けて～」の策定について 

 

 新型コロナウイルス感染症の対応については、令和２年５月２５日付２教総総第

５１８号「新型コロナウイルス感染症対策における『緊急事態宣言』の解除に伴う都

立学校の対応について」により、都立学校長宛て通知を参考送付し、小中学校等の再

開の取扱いについて、御対応いただくようお願いしたところです。 

この度、都立学校における段階的な教育活動再開の具体的な段取り、感染症予防策

の具体的内容、教育活動の再開に係る運営方法及び感染者が出た場合の対応等をま

とめた「新型コロナウイルス感染症対策と学校運営に関するガイドライン（都立学校）

～学校の「新しい日常」の定着に向けて～」（以下「本ガイドライン」という。）を策

定しました。 

 つきましては、本ガイドラインに区市町村立学校における留意点を付記したガイ

ドライン（区市町村向けポイント入り）と併せて送付しますので、必要に応じて、貴

教育委員会における取組の御参考にしてください。 

 また、段階的な教育活動の再開に当たっては、学校施設を活用した子供の居場所の

確保及びＩＣＴの活用も含めた学習支援等への対応について、特段の御配慮をお願

いするとともに、学校給食等については、午前組と午後組で分散登校を実施する際に

はどちらの組にも給食を提供することや、配膳を伴わない簡易な給食を提供するな

どの工夫をし、学校給食等の機会をより多く確保することについての御検討をお願

いします。 

なお、本ガイドラインの送付に伴い、令和２年３月２６日付３１教総総第２７３１

号「公立学校における教育活動の再開準備について（通知）」によりお知らせした「都

立学校版感染症予防ガイドライン（新型コロナウイルス感染症）」は廃止します。 
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